
       尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例 

 人権とは、一人ひとりがかけがえのない尊い存在であるとして尊重さ

れる権利であり、全ての人が生まれながらにして持っている普遍的な権

利です。

国際社会においては、第２次世界大戦の惨禍を二度と繰り返さないよ

う、差別の撤廃と人権の尊重が恒久平和の礎であるとの理念に基づき、

世界人権宣言が１９４８年の国際連合総会において採択されました。そ

して、その後国際人権規約をはじめとした人権に関する諸条約が順次国

際連合総会において採択されるなど、人権の保障に向けた様々な取組が

進められてきました。 

我が国においても、こうした人権の保障に関する諸条約の締結国とし

ての責務を果たすため、法令の整備等の人権の保障に向けた取組が行わ

れてきました。近年では、障害を理由とする差別の解消の促進に関する

法律、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推

進に関する法律、部落差別の解消の推進に関する法律等が制定され、地

方公共団体においても、地域の実情に応じた差別の解消を推進するため

の更なる取組が求められています。

本市においては、昭和６０年に人権擁護都市宣言が尼崎市議会におい

て決議され、また、平成１３年には人権教育や人権啓発を推進するため

の指針となる尼崎市人権教育・啓発推進基本計画を策定し、人権の尊重

に関する施策の推進に取り組んできました。このような中で、これまで

多くの人々の努力により、地域に根差した人権問題の解決に向けた取組

が行われてきました。

しかし、今もなお、不当な差別や排除、暴力等による人権侵害が生じ

ており、多くの人々が傷ついています。特に、性別、年齢、障害、民族、

国籍、疾病等のほか、部落差別を受けてきた地域の出身であることその

他の出自に係る事情、経歴等を理由とした不当な差別や排除は、私たち

の日々の暮らしの中に存在しています。また、近年、不当な差別を助長

し、誘発することにつながるウェブサイトにおける悪質な書込み、様々



なハラスメント、子どもへの虐待や体罰、いじめなどが大きな問題とな

っています。

これは、多様性を受け入れられないこと、知らないものや理解できな

いものに対して否定的な感情を抱くこと、これらのものに対し関心を持

たないこと、力や立場の優位性を利用して相手を服従させるための行為

が容認されていることなどがその要因の一つになっていると考えられま

す。 

このような問題を解決し、一人ひとりがかけがえのない尊い存在であ

ることが認められ、尊重される社会を実現していくためには、子どもも

大人も、また、個人や団体にかかわらず、私たちそれぞれが、不当な差

別や排除、暴力等を許すことなく、互いの多様性を認め合い、自分の人

権のみならず、他人の人権についても理解と関心を深め、これらを行動

や態度に表していくことが必要です。私たちは、相互理解を深め、人権

の尊重について学び続けなくてはなりません。 

ここに、私たちは、こうした思いを共有し、将来にわたり人権文化い

きづくまちづくりを進めていくため、この条例を制定します。 

  第１章 総則 

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、本市における人権文化いきづくまちづくりに関し、

市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、人権文化いき

づくまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、人権文化

いきづくまちづくりを推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

⑴ 人権文化いきづくまちづくり 人権文化（全ての人々が、不当な

差別及び排除、暴力等による人権侵害を受けず、及び日常生活の中

で互いの人権を尊重することを考えて行動することが自然である状

態をいう。）が社会に浸透し、本市に住み、又は本市で働き、集い、

学び、若しくは活動する全ての人々が、互いに多様性を認め合い、



つながりを持ち、及び支え合うことにより、暮らしやすいと実感す

ることができるまちにしていく取組をいう。 

⑵ 市民等 市民（本市の区域内に住所若しくは勤務場所を有し、又

は本市の区域内に存する学校等に通学する者をいう。）、本市の区

域内に滞在する者及び本市の区域内を通行する者をいう。 

⑶ 事業者 本市の区域内で事業を営む個人及び法人その他の団体を

いう。 

（市の責務） 

第３条 市は、性別、年齢、障害、民族、国籍、疾病等のほか、部落差

別を受けてきた地域の出身であることその他の出自に係る事情、経歴

等を理由とした不当な差別及び排除の解消のための施策その他の人権

文化いきづくまちづくりの推進に関する施策（以下「人権施策」とい

う。）を策定し、及び実施するものとする。

２ 市は、人権施策の策定及び実施に当たっては、市民等及び事業者並

びに関係行政機関等と連携して取り組まなければならない。 

（市民等の責務） 

第４条 市民等は、人権意識の高揚に努めるとともに、他者の人権を尊

重しなければならない。 

２ 市民等は、人権施策に関する理解と関心を深めるとともに、市が実

施する人権施策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、その事業活動に関わる者の人権意識の高揚を図ると

ともに、その事業活動において、人権文化いきづくまちづくりに寄与

するよう努めなければならない。

２ 事業者は、人権施策に関する理解と関心を深めるとともに、市が実

施する人権施策に協力するよう努めなければならない。

第２章 人権文化いきづくまちづくりの推進に関する基本的

施策等

（施策の策定等） 

第６条 市は、人権施策として次の各号に掲げる施策を策定し、及び実



施するものとする。 

⑴ 人権教育及び人権啓発の推進に関する施策 

⑵ 人権侵害に関する相談及び支援に係る体制の整備に関する施策 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、人権の尊重に資する施策 

（人権文化いきづくまちづくり計画） 

第７条 市長は、人権施策を総合的かつ計画的に実施するための計画

（以下「人権文化いきづくまちづくり計画」という。）を策定するも

のとする。

２ 市長は、人権文化いきづくまちづくり計画を策定しようとするとき

は、市民等及び事業者の意見を反映させるために必要な措置を講ずる

ほか、あらかじめ、尼崎市人権文化いきづくまちづくり審議会の意見

を聴かなければならない。

３ 市長は、人権文化いきづくまちづくり計画を策定したときは、速や

かに、これを公表するものとする。

４ 第２項の規定は、人権文化いきづくまちづくり計画の変更（軽微な

変更として市長が別に定めるものを除く。）について、前項の規定は

人権文化いきづくまちづくり計画の変更について準用する。 

（推進体制の整備） 

第８条 市は、人権文化いきづくまちづくり計画に基づく人権施策を総

合的に推進するための体制を整備するものとする。

（実施状況の公表） 

第９条 市長は、毎年度、人権文化いきづくまちづくり計画に基づく人

権施策の実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

（調査研究） 

第１０条 市は、人権侵害の実態の把握その他の人権施策の策定及び実

施に必要な調査研究を行うものとする。

第３章 尼崎市人権文化いきづくまちづくり審議会

（設置） 

第１１条 第７条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）

の規定によりその権限に属させられた事項その他人権文化いきづくま



ちづくりの推進に関する重要な事項を調査審議させるため、市長の付

属機関として、尼崎市人権文化いきづくまちづくり審議会（以下「審

議会」という。）を置く。

（組織等） 

第１２条 審議会は、委員１２人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験者、市議会議員その他市長が適当と認める者のう

ちから市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任することを妨げない。 

４ 委員の辞任等により後任の委員を委嘱する場合における当該後任の

委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。 

５ 審議会に会長及び副会長を置く。 

６ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

７ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

８ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

（招集等） 

第１３条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことがで

きない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の

ときは、会長の決するところによる。 

（部会） 

第１４条 審議会は、必要に応じ、その所掌事務を分掌させるため、部

会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員で組織する。 

３ 部会に部会長を置き、部会長は、その部会に属する委員のうちから

会長が指名する。 

４ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめそ

の部会に属する委員のうちから部会長が指名する委員がその職務を代

理する。 



５ 第１２条第７項及び前条の規定は、部会について準用する。この場

合において、同条第２項及び第３項中「委員」とあるのは、「部会に

属する委員」と読み替えるものとする。 

（意見の聴取等） 

第１５条 審議会及び部会は、必要があると認めるときは、委員以外の

者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提

出を求めることができる。 

（委任） 

第１６条 第１２条から前条までに規定するもののほか、審議会の運営

について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第４章 雑則

（委任） 

第１７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要

な事項は、市長が定める。

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第７条から第９条ま

で及び第３章の規定は、令和２年４月１日から施行する。 

（審議会の招集の特例） 

２ 最初に招集される審議会は、第１３条第１項の規定にかかわらず、

市長が招集する。


